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はじめに ～第２次改訂にあたって～ 
 

 「人権の世紀」といわれた 21世紀を迎えてから 20年が経

過いたしました。一人ひとりの人権が尊重され、人権につい

て意識を高めていくことが求められる中、世界各地では、依

然として様々な問題が残されています。 

 本市では、平成 7 年 10 月の「上尾市人権尊重都市宣言」

以来、差別をなくし、あらゆる人の基本的人権が尊重される

地域社会の実現を目指して参りました。平成 16 年には、人

権施策を総合的に進めるため「上尾市人権施策推進指針」を

策定し、人権問題への理解を深めるための人権教育や啓発はもちろんのこと、様々な問題に

直接関わる施策や推進体制の整備を進めているところです。 

しかしながら、子どもへの虐待をはじめ、女性、高齢者、障害のある人、外国籍の方など

に対する人権侵害、さらには、長い年月をかけて取り組んできた同和問題にも少なからず課

題を残している現状をしっかりと認識しなくてはなりません。 

特に、近年の社会情勢の変化は著しく、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を

はじめ、インターネットを利用した誹謗中傷や性の多様性に関わる偏見、災害時における人

権への配慮不足など、人権侵害に当たる行為が様々な場面で生じています。 

また、2015年国連においては、2030年までに、だれ一人取り残すことなく貧困の解消や

差別の撤廃など、17の目標の実現に向けて「ＳＤＧｓ
ｴ ｽ ﾃ ﾞ ｨ ｰ ｼ ﾞ ｰ ｽ ﾞ

（持続可能な開発目標）」が全加盟国

で合意されています。 

そのような中、これからの社会において本市が取り組むべき人権課題や施策展開の方向

性を定めるため、上尾市人権施策推進指針を見直し、一部を改訂することといたしました。

令和 3 年度を初年度とした｢第 6 次上尾市総合計画｣と合わせ、将来都市像である『みんな

でつくる みんなが輝くまち あげお』の実現に向けて具体的な施策を推進し、人権に関連す

る団体や市民の皆様のご協力をいただきながら、差別のない人権尊重社会・上尾市を目指し

て参ります。 

結びに、指針の改訂にあたり、貴重なご提言を賜りました上尾市人権施策推進協議会の皆

様をはじめ、ご協力いただきました方々に厚く御礼申し上げるとともに、上尾市人権施策推

進指針の改訂が、人権問題の一層の改善につながることを願っています。 

 

令和３年８月          
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